
　　　９時相談開始（８時30分～16時受付）
※土日祝日除く。（３月１日㈰は開設）
場　上尾税務署
 入場整理券
　入場には、次の方法で発行される入場整理券が
必要です。
①国税庁LINE公式アカウントを通じたオンライン
での事前発行
②会場で当日配布（無くなり次第、終了）

※詳しくは、『広報いな』１月号をご覧ください。

申告はお早めに

町・県民税（住民税）、所得税  の申告の時期になりました
町・県民税（住民税）の申告 問　税務課＊２１５２

　町・県民税（住民税）の申告は、国民健康保険税などの算定に必要なほか、保育所入所や年金、公営
住宅入居、事業資金等の申請などの各種証明の基礎資料になりますので、必要な方は忘れずに申告して
ください。
※自営業、土地・建物・株式などの売買などに係る申告、贈与税・消費税、住宅ローン控除、青色申告などについては直接、
税務署に申告してください。

所得税の確定申告 問　上尾税務署蕕７７０－１８００
　住民税の申告は郵送で提出、確定申告はスマホからの申告を推奨しています。
　住民税の申告の郵送方法について詳しくは、町ホームページをご覧ください。

申告にはマイナンバーカードが必要です。
■収入がなかった方の
　申告もスマホなどから
　できるようになりました！

　確定申告には、ご自身のスマホ・パソ
コンから国税庁ホームページ「確定申告
書等作成コーナー」を利用するe-Taxが
便利です。確定申告会場へ出向くことな
く、自宅から申告ができます。
e－Tax・作成コーナーヘルプデスク
蕕０５７０－０１－５９０１
受付：月～金曜日（祝日除く）

e-Taxをご利用ください！所得税・個人消費税・
贈与税の確定申告

内　納税相談（確定申告）
日　２月25日㈬、３月３日㈫
　　９時30分～12時、13時30分～15時30分
場　商工会館　
問　伊奈町商工会蕕７２２－３７５１

青色申告書納税相談会

■申告する必要がある方
　令和８年１月１日現在、町内にお住まい（住民登録の有無に関係なく実際に町内に住んでいる方）で、令和
７年中に所得があり、下記のいずれかに該当する方
●給与所得者で、勤務先から役場に給与支払報告書が提出されない方
●令和７年中に会社退職などで、年末調整を受けていない方
●公的年金以外の雑所得、一時所得、事業所得などの所得がある方
●医療費、雑損、寄附金などの各種控除を受けようとする方
※所得がなかった方や療養中であった方でも、税法上の扶養になっていない方は、申告をしてください。
※税の証明書が必要な方は、申告してください。

（申告に必要なもの）
①マイナンバーカード、住民票（マイナンバーの記載
があるもの）、個人番号通知カードのいずれか１点
②確定申告をされる方は、税務署で発行する利用者識
別番号がわかるもの
③給与・年金の源泉徴収票
④その他の収入や支出金額のわかる帳簿・書類（支払
調書、医療費控除の明細書など）
⑤健康保険、国民年金、各種保険控除に用いる支払証
明書や控除証明書

⑥寄附金（ふるさと納税等）の受領書・証明書など
⑦障害者手帳・障害者控除等対象者認定書
⑧還付または納税の際の預貯金口座番号（申告者本人
名義）
※副業分に対する住民税の徴収方法は、地方税法など
に基づき、２カ所以上からの給与がある方は、原則
すべての給与を合算し、主たる給与支払者から特別
徴収（給与から天引き）する扱いです。申告による
徴収方法の選択はできません。
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役場３階
第１会議室

役場３階
第１会議室

会場 対象者・対象地区

パブリックルーム
（ウニクス伊奈２階）

ゆめくる２階
会議室

大針、学園全地区
小針新宿、寿１丁目、西小針全地区
羽貫、小針内宿、寿２・３丁目、内宿台全地区
小室１～3000
小室3001～4000、栄全地区
中央１・２丁目
中央３・４・５丁目
小室6001～7000、本町１・２丁目
小室4001～5000、7001～9000
小室9001～10000、寿４・５丁目
小室5001～6000、10001～、本町３丁目

上記指定日に申告できなかった方３/12㈭
～13㈮

期日混雑予想
混
混
混
混
混
混
混

混

■申告会場開設日時：９時～15時　※混雑時は、対応に１～２時間かかる場合があります。
　スマホやパソコンでの
確定申告が難しい方は、
右表のとおり受け付けし
ます。
　申告会場は大変混み合
いますので、スマホなど
での申告にご協力くださ
い。
　申告会場開設日は、税
務課窓口で申告受付を
行っていません。
　新庁舎整備のため、役
場前駐車場に限りがあり、
離れた駐車場をご案内す
る場合があります。

国税庁LINE公式アカウント▶

日　２月16日㈪～３月16日㈪
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税務署に申告
確定申告する必要
があります。

あなたは必要？住民税・所得税の申告 いいえはい

スタート
令和７年１月１日～
12月31日に収入があ
りましたか？
（給与・事業所得・
年金・譲渡所得など）

給与所得者（会社
員など）の方は、
勤務先から町に給
与支払報告書が提
出されますか？

勤務先からもらう
給与のほかに、配
当、不動産所得、
報酬、年金などが
ありますか？

給与以外の所得が20万円
を超えますか？

※収入が障害者年
金、遺族年金の
みの方は「いい
え」に進んでく
ださい。

※給与所得者以外の
方は「いいえ」に
進んでください。

伊奈町に申告
（町・県民税（住民税））

あなたは町に町・県民税（住民税）の
申告をする必要があります。申告受付
期間内に申告してください。
※令和８年１月１日現在、町外に住んでい
た方は、そのときにお住まいだった市区
町村に住民税の申告をしてください。

町内にお住まいで、
年末調整が済んでい
る方の扶養家族とな
っていましたか？
または、確定申告す
る方の扶養家族とし
て申告をする予定が
ありますか？

町・県民税（住民税）の申告は不要
です。ただし、収入がない方でも収
入ゼロが記載された所得証明書など
が必要な方は、申告が必要です。

税務署に確定申告を
しますか？
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